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衆
議
院
議
員
瀬
崎
博
義
君
提
出
苫
田
ダ
ム
建
設
計
画
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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殿 内
閣
総
理
大
臣
臨
時

国 

務 

大 

臣 

齋 

藤 

邦 

吉 

代
理 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
瀬
崎
博
義
君
提
出
苫
田
ダ
ム
建
設
計
画
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
八
日
付
け
の
山
陽
新
聞
に
、
岡
山
県
の
農
業
用
水
等
の
用
に
供
す
る
ダ
ム
構
想

と
し
て
、
堤
高
四
十
五
メ
ー
ト
ル
、
貯
水
量
三
千
万
ト
ン
、
水
没
戸
数
約
二
百
戸
の
計
画
が
あ
る
旨
の
記
事

が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
、
承
知
し
て
い
る
。 

2 

承
知
し
て
い
る
。 

3
(1) 

承
知
し
て
い
る
。 

(2) 

苫
田
ダ
ム
阻
止
特
別
委
員
会
が
存
在
し
、
最
近
で
は
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
こ

と
は
、
承
知
し
て
い
る
。 

(3) 

苫
田
ダ
ム
阻
止
特
別
委
員
会
条
例
は
、
地
元
住
民
の
大
多
数
が
ダ
ム
建
設
に
反
対
し
て
い
た
昭
和
三
十 



5
(1) 

御
指
摘
の
と
お
り
の
文
書
で
あ
る
。 

4 

吉
井
川
水
系
の
治
水
対
策
及
び
水
資
源
開
発
を
推
進
す
る
た
め
、
ダ
ム
を
建
設
す
る
必
要
が
あ
つ
た
か
ら

で
あ
る
。 

(3) 

今
後
と
も
、
ダ
ム
建
設
に
必
要
な
調
査
は
、
奥
津
町
長
と
の
所
要
の
協
議
を
事
前
に
経
て
、
実
施
す
る 

(2) 

建
設
省
は
、
協
定
書
第
二
条
の
実
施
調
査
を
行
つ
た
こ
と
は
な
い
。 

四
年
当
時
に
お
い
て
、
そ
の
意
思
表
示
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
最
近
で
は
、
同

条
例
の
改
廃
に
つ
い
て
奥
津
町
議
会
に
お
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
地
元
住
民
か
ら
土
地
、
家
屋
等

の
立
入
調
査
の
早
期
実
施
が
要
請
さ
れ
る
等
地
元
住
民
の
考
え
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
理
解
し
て
い

る
。 な

お
、
現
在
、
ダ
ム
建
設
に
条
件
付
で
賛
成
を
表
明
し
て
い
る
住
民
に
係
る
土
地
、
家
屋
等
の
立
入
調

査
を
奥
津
町
長
の
承
諾
を
得
て
、
実
施
し
て
い
る
。 

四 

 



8
(1) 

岡
山
県
及
び
吉
井
川
水
系
三
市
十
七
町
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
「
吉
井
川
水
源
地
域
対
策
基

金
」
に
御
指
摘
の
制
度
が
存
し
、
同
基
金
の
寄
附
行
為
、
貸
付
要
綱
等
に
従
い
、
適
切
に
運
用
さ
れ
て
い

る
と
聞
い
て
い
る
。 

7 

従
来
か
ら
岡
山
県
等
の
協
力
を
得
て
、
地
元
住
民
の
ダ
ム
建
設
へ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
べ
く
努
力
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
態
の
解
消
を
図
つ
て
い
く
所
存
で
あ
る
。 

6
(1) 
承
知
し
て
い
る
。 

(2) 

ダ
ム
建
設
に
伴
う
地
元
住
民
の
離
町
又
は
生
活
再
建
、
ダ
ム
完
成
後
に
お
け
る
奥
津
町
の
振
興
対
策
等

に
対
す
る
懸
念
等
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
最
近
で
は
、
地
元
住
民
の
考
え
に
も
変
化
が
生
じ

て
い
る
と
理
解
し
て
お
り
、
今
後
と
も
、
ダ
ム
建
設
へ
の
理
解
と
協
力
を
更
に
得
る
べ
く
努
力
す
る
所
存

で
あ
る
。 

所
存
で
あ
る
。 

五 

 



二
に
つ
い
て 

  

(4) 

ダ
ム
建
設
に
対
す
る
地
元
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
事
業
の
推
進
に
当
た
つ
て
い
く
所
存
で
あ

る
。 

六 

(2) 

同
基
金
へ
の
国
庫
補
助
金
の
支
出
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

(3) 
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
奥
津
町
の
人
口
及
び
世
帯
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
現
在
、
水
没
予
定
地
内
に
お
い
て
、
ダ
ム
建
設
に
条
件
付
で
賛
成
を
表
明
し
て
い
る
住
民
が
所

有
し
て
い
る
土
地
の
面
積
は
、
全
水
没
予
定
地
（
公
共
用
地
を
除
く
。
）
の
面
積
の
六
割
程
度
と
認
識
し

て
い
る
。 

1
(1) 

吉
井
川
流
域
に
お
け
る
工
業
出
荷
額
の
昭
和
五
十
四
年
の
実
績
は
、
昭
和
四
十
八
年
の
実
績
の
約
二
・ 

 



三
に
つ
い
て 

1
か
ら

4
ま
で 

昭
和
三
十
三
年
九
月
、
岡
山
県
が
、
農
業
用
水
、
工
業
用
水
及
び
水
道
用
水
の
確
保
並
び
に

発
電
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
利
水
ダ
ム
と
し
て
、
佐
伯
ダ
ム
を
建
設
す
る
構
想
を
発
表
し
た
こ

と
は
、
承
知
し
て
い
る
。 

1
(2)
及
び

2 

吉
井
川
流
域
に
お
け
る
工
業
用
水
の
昭
和
五
十
四
年
の
淡
水
取
水
量
は
、
年
間
約
五
千
万
立
方

メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
昭
和
四
十
八
年
の
そ
れ
に
比
較
し
て
、
ほ
ぼ
横
ば
い
状
態
で
推
移
し
て
い
る
。 

生
活
用
水
の
取
水
量
は
昭
和
四
十
八
年
以
降
増
加
し
て
お
り
、
苫
田
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
基
本
計
画

の
作
成
の
際
に
改
め
て
検
討
を
加
え
た
が
、
生
活
用
水
を
含
め
た
都
市
用
水
の
需
要
は
今
後
と
も
増
加
し

て
い
く
と
判
断
し
、
同
計
画
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。 

四
倍
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
の
構
想
に
対
し
て
、
た
い
砂
、
地
下
水
位
の
上
昇
等
に
よ
り
周
辺
地
域
に
お
い
て
た
ん
水
被
害 

七 

 



四
に
つ
い
て 

6 

佐
伯
ダ
ム
は
、
前
述
の
と
お
り
治
水
目
的
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

5 

佐
伯
ダ
ム
の
構
想
を
断
念
し
た
経
緯
は
、
前
述
の
と
お
り
と
承
知
し
て
い
る
が
、
建
設
省
と
し
て
は
、
苫

田
ダ
ム
に
関
し
て
は
、
地
元
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
べ
く
努
力
す
る
所
存
で
あ
る
。 

ま
た
、
第
三
期
山
村
振
興
農
林
漁
業
対
策
事
業
及
び
間
伐
促
進
対
策
事
業
は
実
施
中
で
あ
り
、
大
釣
園
休
憩

所
は
完
成
し
た
と
承
知
し
て
お
り
、
公
共
育
成
牧
場
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
岡
山
県
知
事
に
対
す
る
実
施
計
画

の
承
認
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

が
生
じ
る
等
の
理
由
に
よ
る
反
対
が
あ
つ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
建
設
を
断
念
し
た
の
は
、
主
と
し
て
都
市

用
水
の
水
源
確
保
の
着
手
時
期
の
判
断
に
議
論
が
あ
つ
た
た
め
等
と
承
知
し
て
い
る
。 

町
医
療
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
建
設
中
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
態
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

な
お
、
当
該
ダ
ム
は
、
治
水
目
的
を
有
し
て
い
な
か
つ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

八 

 



 

九 

な
お
、
町
の
振
興
施
策
と
の
関
連
で
、
岡
山
県
と
奥
津
町
と
の
調
整
に
多
少
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
あ
つ

た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
事
業
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
た
め
の
合
意
が
行
わ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




